
規 則

�愛媛県規則第４８号
生活保護法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

生活保護法施行細則の一部を改正する規則

生活保護法施行細則（昭和５６年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（通知）

第４条 地方局長は、法第１９条第２項の規定により保護を行つたと

きは、速やかに前条第１項各号及び第６条に規定する書類の写し

を添付して、その旨を被保護者の居住地を所管する保護の実施機

関 に

通知しなければならない。

２ 地方局長は、被保護者がその管轄外に居住地を変更し、法第６１

条の規定による届出をしたときは、速やかに必要な決定を行い、

要保護者転出通知書（様式第１３号）により当該保護の実施機関に

通知しなければならない。

（診察料等の請求手続）

第１４条 省略

２ 省略

３ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項に規定する指

定訪問看護事業者 が同

項に指定する訪問看護若しくは高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第７８条第１項に規定する訪問看護を行つ

た場合において、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基

準（平成１２年厚生省令第８０号）第１３条第１項に規定する基本利用

料以外の利用料に相当する費用を必要としたとき、介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事

（通知）

第４条 地方局長は、法第１９条第２項の規定により保護を行つたと

きは、速やかに前条第１項各号及び第６条に規定する書類の写し

を添付して、その旨を被保護者の居住地を管轄する地方局の長（市

にあつては、市福祉事務所長。以下「地方局長等」という。）に

通知しなければならない。

２ 地方局長は、被保護者がその管轄外に居住地を変更し、法第６１

条の規定による届出をしたときは、速やかに必要な決定を行い、

要保護者転出通知書（様式第１３号）により関係地方局長等 に

通知しなければならない。

（診察料等の請求手続）

第１４条 省略

２ 省略

３ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項に規定する指

定訪問看護事業者（以下「指定訪問看護事業者」という。）が同

項に指定する訪問看護若しくは高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）第７８条第１項に規定する訪問看護を行つ

た場合において、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基

準（平成１２年厚生省令第８０号）第１３条第１項に規定する基本利用

料以外の利用料に相当する費用を必要としたとき、介護保険法（平

成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事
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業者が同法第８条第４項に規定する訪問看護を行つた場合におい

て、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３７号）第６６条第３項に規定する交通費に

相当する費用を必要としたとき、又は同法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービス事業者が同法第８条の２第４項に規定す

る介護予防訪問看護を行つた場合において、指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３５号）第６９条第３項に規定する交通費に相当

する費用を必要としたときは、これらの費用を訪問看護に係る利

用料請求書（様式第４４号の２）により地方局長に請求するものと

する。

（町長の協力事務）

第１６条 省略

２～４ 省略

５ 町長が法第１９条第７項第３号の規定により被保護者等に保護金

品の交付を行う場合は、当該町の会計管理者は、指定された交付

日に当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに類するものの

提示を求め、これと生活保護費支給明細書を照合の上 、同明細

書に従つて保護金品を交付し、速やかに当該被保護者等の受領印

のある同明細書を添えて生活保護費交付金精算書（様式第５３号）

を地方局長に提出しなければならない。

（繰替支弁）

第２６条 省略

２ 市町又は地方局は、法第７２条の規定による繰替支弁をしたとき

は、支出した月の翌月末までに生活保護費繰替支弁金計算書（様

式第６９号）に支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該費用

を支弁すべき市町又は地方局に、その費用の弁償を請求しなけれ

ばならない。

３ 市町又は地方局は、前項の請求を受けたときは、その請求を受

けた日から３０日以内にこれを弁償しなければならない。

（異なる様式の承認）

第３２条 地方局長又は市町長は、必要があるときは、あらかじめ知

事の承認を受けてこの規則に定める様式と異なるものを用いるこ

とができる。

様式第４０号（第１２条関係） 施術券・施術報酬請求明細書

様式第４０号（その１） 省略

様式第４０号（その２） 柔道整復

（表）

省略

業者が同法第８条第４項に規定する訪問看護を行つた場合におい

て、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第３７号）第６６条第３項に規定する交通費に

相当する費用を必要としたとき、又は同法第５３条第１項に規定す

る指定介護予防サービス事業者が同法第８条の２第４項に規定す

る介護予防訪問看護を行つた場合において、指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

１８年厚生労働省令第３５号）第６９条第３項に規定する交通費に相当

する費用を必要としたときは、これらの費用を訪問看護に係る利

用料請求書（様式第４４号の２）により地方局長に請求するものと

する。

（町長の協力事務）

第１６条 省略

２～４ 省略

５ 町長が法第１９条第７項第３号の規定により被保護者等に保護金

品の交付を行う場合は、当該町の収入役 は、指定された交付

日に当該保護者等 から保護決定通知書又はこれに類するものの

提示を求め、これと生活保護費支給明細書を照合のうえ、同明細

書に従つて保護金品を交付し、速やかに当該被保護者等の受領印

のある同明細書を添えて生活保護費交付金精算書（様式第５３号）

を地方局長に提出しなければならない。

（繰替支弁）

第２６条 省略

２ 市 又は地方局は、法第７２条の規定による繰替支弁をしたとき

は、支出した月の翌月末までに生活保護費繰替支弁金計算書（様

式第６９号）に支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該費用

を支弁すべき市 又は地方局に、その費用の弁償を請求しなけれ

ばならない。

３ 市 又は地方局は、前項の請求を受けたときは、その請求を受

けた日から３０日以内にこれを弁償しなければならない。

（認可）

第３２条 地方局長又は市町長は、必要があるときは、あらかじめ知

事の認可を受けてこの規則に定める様式と異なるものを用いるこ

とができる。

様式第４０号（第１２条関係）施術券・施術報酬請求明細書

様式第４０号（その１） 省略

様式第４０号（その２）柔道整復

（表）

省略

省略 省略

施術

報酬

請求

明細

書

省略 施術

報酬

請求

明細

書

省略

初検料 円 初検時相談支援料 円 再検料 円 往療料 � 回 円 省略 初検料 円 再検料 円 往療料 � 回 円 省略

加算（休日・深夜・時間外） 円 加算（夜間・難路・暴風雨雪） 円 加算（休日・深夜・時間外） 円 加算（夜間 ・暴風雨雪） 円

省略 省略

（裏）

省略

（裏）

省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号
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告 示

�愛媛県告示第１１０５号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条の２第１項第

１０号の規定により、次のとおり福祉用具専門相談員指定講習事業者

を指定した。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２ 改正後の生活保護法施行細則（以下「新規則」という。）第１６条第５項の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律（平

成１８年法律第５３号）附則第３条第１項の規定により収入役として在職するものとされた者は、新規則第１６条第５項に規定する会計管理者

とみなす。

３ 新規則様式第４０号（その２）の規定は、平成２０年６月１日以降の施術に係る請求分について適用し、同日前の施術に係る請求分につい

ては、なお従前の例による。

４ この規則施行の際現にある改正前の生活保護法施行細則様式第４０号（その２）の規定による書類の用紙は、当分の間、これを訂正して

使用することができる。

�愛媛県規則第４９号
中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則の一部を改正する規則

中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則（平成２０年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（通知）

第４条 地方局長は、例による生活保護法第１９条第２項の規定によ

り要支援者（支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同

じ。）の現在地において支援給付を行ったときは、速やかに、前

条第１項各号及び第６条に規定する書類の写しを添付して、その

旨を被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関（例による

生活保護法第１９条第１項から第３項までの規定により支援給付を

行うべき者をいう。以下同じ。） に通知しなければならない。

２ 地方局長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関

の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、

要支援者転出通知書（様式第１号）により当該支援給付の実施機

関 に通知しなければならない。

様式第２６号（第１３条関係） 施術券・施術報酬請求明細書

様式第２６号（その１） 省略

様式第２６号（その２） 柔道整復

（表）

省略

（通知）

第４条 地方局長は、例による生活保護法第１９条第２項の規定によ

り要支援者（支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同

じ。）の現在地において支援給付を行ったときは、速やかに、前

条第１項各号及び第６条に規定する書類の写しを添付して、その

旨を被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関（例による

生活保護法第１９条第１項から第３項までの規定により支援給付を

行うべき者をいう。以下同じ。）の長に通知しなければならない。

２ 地方局長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関

の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、

要支援者転出通知書（様式第１号）により当該支援給付の実施機

関の長に通知しなければならない。

様式第２６号（第１３条関係） 施術券・施術報酬請求明細書

様式第２６号（その１） 省略

様式第２６号（その２） 柔道整復

（表）

省略

省略 省略

施術

報酬

請求

明細

書

省略 施術

報酬

請求

明細

書

省略

初検料 円 初検時相談支援料 円 再検料 円 往療料 � 回 円 省略 初検料 円 再検料 円 往療料 � 回 円 省略

加算（休日・深夜・時間外） 円 加算（夜間・難路・暴風雨雪） 円 加算（休日・深夜・時間外） 円 加算（夜間 ・暴風雨雪） 円

省略 省略

（裏）

省略

（裏）

省略

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の中国残留邦人等に対する支援給付に関する規則様式第２６号（その２）の規定は、平成２０年６月１日以降の施術に係る請求分につ

いて適用し、同日前の施術に係る請求分については、なお従前の例による。

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号

８１３
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�愛媛県告示第１１０６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

今治サティ 今治市馬越町四丁目
８番１号

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社マイカル
代表取締役
川本 敏雄

株式会社マイカル
代表取締役
松井 博史

平成２０年
５月３０日

平成２０年
７月１１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社マイカルほ
か
８社

株式会社マイカルほ
か
７社

平成２０年
３月２１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１０７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項におい

て準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

今治サティ 今治市馬越町四丁目
８番１号

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前８時 平成２０年

８月８日
平成２０年
７月１１日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分から午
後１１時３０分まで

（北側駐車場）
午前７時３０分から午
後１０時まで
（南側駐車場）
午前７時３０分から午
後１１時３０分まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

福祉用具専門相談員指定講習
事業者の名称又は氏名

福祉用具専門相談員指定講習
事業者の所在地又は住所 指定年月日

社会福祉法人愛媛県社会福祉
協議会

愛媛県松山市持田町三丁目８
番１５号

平成２０年７
月１０日

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号

８１４
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局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１１０８号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２０年６月１８日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年５厘

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

年１分２厘５

毛

年４厘５毛 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

年１分２厘５

毛

年５厘

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号
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�愛媛県告示第１１０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市小川及び磯河内地域に係る県営土地改良事業計画を定めたの

で、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書

の写しを縦覧に供する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・粟井地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２０年７月２８日から８月２２日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第１１１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市磯河内地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条

第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを

縦覧に供する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・粟井地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年７月２８日から８月２２日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第１１１１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

定置漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� ア 免許番号 定第１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

定置漁業 雑魚定置漁業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西宇和郡伊方町二見地先

� 漁場の区域

アイ、イウ及びウアの３直線によって囲まれた区域

基点 Ａ 西宇和郡伊方町二見谷尻主石鼻岩

点 ア Ａから１４２度３７分１５０メートルの点

イ Ａから１６１度５０分９００メートルの点

ウ Ａから１５０度５０分９００メートルの点

ウ 地元地区 西宇和郡伊方町二見

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 定第２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

定置漁業 雑魚定置漁業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 南宇和郡愛南町白浜地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時

海岸線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 南宇和郡愛南町白浜波止突端中央

Ｂ 南宇和郡愛南町白浜耳毛鼻岩

点 ア Ａから１１４度９０メートルの点

イ Ｂから９４度１００メートルの点

ウ 地元地区 南宇和郡愛南町白浜

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

２ 免許予定日

平成２１年１月１日

３ 申請期間

平成２０年７月２５日から平成２０年９月３０日まで

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

７ 省略 ７ 省略

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号

８１６
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公 告

４ 存続期間 平成２１年１月１日から平成２５年１２月３１日まで

�愛媛県告示第１１１２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１６）第１４３５６号 平成１６年
１０月１２日

㈱オーエーシステムサー
ビス 藤原 一志 今治市大西町新町甲９４５ 平成２０年

６月１９日 電気通信工事業 建設業の廃止

（般－１７）第１５８３０号 平成１７年
１０月２１日 ㈱ジーケイエス 井上 正廣 今治市蔵敷町１－４－１０ 平成２０年

６月２６日

土木工事業
とび・土木工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４４０号
上浮穴郡久万高原町西谷字郷角１３３４８番５から

同字郷角１３３１４番３まで
平成２０年７月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線 大洲市豊茂丙９１番５

旧 ４．４～２４．５ ０．２８５

新 ４．４～６９．８ ０．３２８

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年７月１１日 特定非営利活動法人
グループホーム風花 森 一 哉 松山市来住町１０５７番地１ この法人は、高齢者に対し、地域の皆様の活力・

能力を生かした多様な支援活動を展開するとと
もに、少子高齢化・核家族化社会を背景とした
老人の痴呆に関する様々な課題の解決に向けて
現状の調査研究を行うほか、保健・福祉・医療・
社会教育・人権等様々な分野で活動している個
人や団体とのネットワーク化を図ることにより、
高齢者が安心して暮らせる環境及び地域社会の
実現に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号
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監 査 公 表

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２０年７月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

広域災害・救急等医療情報システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

広域災害・救急等医療情報システム一式（ハードウェア一式、

ソフトウェア一式、設計、施工、保守等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２１年３月１日から平成２７年２月２８日まで

� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２０年度か

ら平成２２年度までの製造の請負等に係る一般競争入札に参加する

資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入物品と同等程度の情報システムの納入実績を有し、借入

物品を借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備され

ていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを

証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県保健福祉部管理局医療対策課医療政策係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２４４９

� 入札書の受領期限

平成２０年９月４日（木）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２０年９月４日（木）午前１０時

愛媛県庁第二別館３階保健福祉部会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Information System for Disasters and Medical Emergencies，

１ set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，４ September２００８

� For further information，please contact： Medical Service

Measures Division，Administration Subdepartment，Health

and Welfare Department，Ehime Prefectural Government

４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２４４９

�公表第２５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２０年７月２５日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１９年７月３１日

今 治 地 方 局 建 設 部 平成１９年８月２日

八 幡 浜 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 平成１９年９月４日

八 幡 浜 地 方 局 建 設 部 平成１９年９月５日

八 幡 浜 地 方 局 大 洲 土 木 事 務 所 平成１９年９月４日

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号
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計 １，０１９，６５０

（八幡浜地方局大洲土木事務所）

（措置の内容）

１ 平成１９年度課税分については、大量かつ広範な事案である自動車税

納税を通じて適正な納税意識の涵養を図るため、５月に「自動車税納

期内納付キャンペーン」を実施し、夜間・出張収納窓口等を開設する

など、納税機会の拡大と納税者の利便性の向上に努めるとともに、街

頭啓発やラジオ放送を活用した効果的な広報活動を展開したが、いわ

ゆる三位一体改革に伴う所得税から個人住民税への税源移譲によって、

調定額が大幅に増加したことから、出納閉鎖時の未収入金は１８９，５５２，

４０２円となり、前年度に比べて８４，０３４，９７９円増加した。

滞納繰越額の縮減については、滞納整理実施計画を策定して計画的

な滞納整理に努めるとともに、早期の財産調査や差押の着手、自動車

タイヤロックを実施するなど、厳格かつ積極的に滞納処分を進めた。

このうち１２月の「年末滞納クリーンアップ月間」には、夜間収納窓

口を開設するとともに、夜間催告や滞納者全員への差押予告書の一斉

送付を実施するなど、集中的、計画的に滞納整理を行った。

その結果、平成１９年度に繰り越した未収入金４７２，３８３，２７０円が平成

２０年３月３１日現在で３２５，５５１，５８０円に減少した。

今後とも、引き続き広報活動の充実等により県民の納税意識の高揚

を図り、納期限内の収入確保に努めるとともに、差押等の滞納処分を

積極的に実施し繰越滞納額の縮減に努めたい。

（今治地方局総務県民部（現所管：東予地方局総務企画部））

２ 県営住宅貸付料については、平成１８年度末で３，６４３，１００円（４４名）

の収入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、呼

出し、訪問等を行い納付指導に努めた結果、１，３３０，１００円（３１名）の

納付があったが、平成１９年度新たに２，１０６，１００円が未収となったこと

から、平成１９年度末現在の収入未済額は４，４１９，１００円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の回収に努めたい。

（今治地方局建設部（現所管：東予地方局今治土木事務所））

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、資金の貸付申請時に借主（連帯借主）に対し、制度の十

分な説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、貸付決定時に連帯

保証人に対しても、制度の説明と償還指導の依頼通知を行うほか、償

還開始前には借主に対し、口座振替を勧めるなど期限内納付をするよ

う改めて通知し、期限内の収入確保に努めた。

また、償還が滞った場合には、借主（連帯借主）に対し督促状の送

付、電話や訪問による督促を行うとともに、連帯保証人に対しては、

当面の措置として、借主に対する返済の働きかけをさせるとともに、

可能な範囲での支援を要請し、滞納額の縮減に努めた。

その結果、前年度からの滞納繰越額５，５０８，５９９円は、平成２０年３月

３１日現在で７０１，５６５円の償還、償還率１２．７％（対前年－９．０ポイント）

となり、滞納者３５名中１１名が償還済みとなったほか、１１名からは一部

納入を得ることができた。

しかしながら、借主の不安定な雇用状況等により、生活に困窮した

者、多重債務となった者など償還困難者が多く、平成１９年度出納閉鎖

時の償還未済額は６，２７５，７０６円（現年度分１，４６８，６７２円、滞納繰越分

４，８０７，０３４円）となった。

この貸付金償還金が、本特別会計における貸付金の財源となること

から、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導により、期

限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に努めたい。

（八幡浜地方局健康福祉環境部（現所管：南予地方局健康福祉環境部））

４ 平成１８年度末時点における県営住宅貸付料滞納分（５名１，１９６，６００

円）については、滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、呼出し、

訪問指導等を行い未収金の徴収に努めた結果、平成１９年度において２

名５２，３００円の納付があった。

（監査の結果）

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １０５，５１７，４２３ ３６６，８６５，８４７ ４７２，３８３，２７０

１７年度 ９７，２９７，７５５ ３７９，６４１，６０５ ４７６，９３９，３６０

差引増減 ８，２１９，６６８ △１２，７７５，７５８ △４，５５６，０９０

（今治地方局総務県民部）

２ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ２，３５０，２００ １，２９２，９００ ３，６４３，１００

１７年度 １，５３１，０００ ７４９，８００ ２，２８０，８００

差引増減 ８１９，２００ ５４３，１００ １，３６２，３００

（今治地方局建設部）

３ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 １，１７０，２４２ ２，７３７，９１１ ３，９０８，１５３

１７年度 １，２０４，４３６ ２，６１４，６４１ ３，８１９，０７７

差引増減 △３４，１９４ １２３，２７０ ８９，０７６

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ０ １，６００，４４６ １，６００，４４６

１７年度 ９３，３２６ １，６２４，９４４ １，７１８，２７０

差引増減 △９３，３２６ △２４，４９８ △１１７，８２４

（八幡浜地方局健康福祉環境部）

４ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１８年度 ５２，３００ １，１４４，３００ １，１９６，６００

１７年度 ２６８，３００ １，３３２，７３３ １，６０１，０３３

差引増減 △２１６，０００ △１８８，４３３ △４０４，４３３

（八幡浜地方局建設部）

５ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １，０１９，６５０

愛 媛 県 報平成２０年７月２５日 第１９８４号
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�公表第２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２０年７月２５日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

平成１９年度については、４８４，３００円（６名）の未収入金が発生した

が督促に努めた結果、６月１０日までに３名（１６８，８００円）の納入があ

った。

残りの３名（３１５，５００円）についても、病弱のため治療費等に出費

がかさむなどの経済的理由で納入が遅れているが、誓約書を取るなど

しており平成２０年中には納入の予定である。

今後は、より一層の期限内納入を指導していきたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ４８４，３００ １，１４４，３００ １，６２８，６００

１８年度 ５２，３００ １，１４４，３００ １，１９６，６００

差引増減 ４３２，０００ ０ ４３２，０００

（八幡浜地方局建設部（現所管：南予地方局八幡浜土木事務所））

５ 債務者が転居し行方不明のため、現在行方を調査中である。所在を

確認次第、督促等を行うこととしたい。

（八幡浜地方局大洲土木事務所（現所管：南予地方局大洲土木事務所））

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 宇 和 病 院 平成２０年６月５日

今 治 病 院 〃

今治地区工業用水道管理事務所 〃

銅 山 川 発 電 所 平成２０年６月１０日

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 〃

西条地区工業用水道管理事務所 〃

中 央 病 院 平成２０年６月１３日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 〃

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

平成１９年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 県下３工業用水道事業のうち、松山・松前地区工業用水道事業に

ついては、給水先が大口で、給水実績も堅調であり、経営成績は安

定しているが、今治地区工業用水道事業については、給水能力に見

合う契約給水量の確保により、経営成績自体は安定しているものの、

実績給水量の減少傾向が続いている。このため、給水契約の維持や

新規需要の開拓など、事業の安定を持続させるための取組みが必要

である。

西条地区工業用水道事業については、造成土地の売却が一時的に

収益に寄与したものの、経常・構造的には平成２０年度以降も大幅な

赤字が続き、資金収支も一段と悪化すると見込まれ、依然として厳

しい経営状況にある。このため、引き続き、新規需要の開拓等に努

力を払われたい。

� 営業未収金（納期到来分）については、早期回収に引き続き努め

られたい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ５，３０９，１１６ ０ ５，３０９，１１６

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，９２２，２９４ ０ ６，９２２，２９４

� 営業外未収金（納期到来分）については、早期回収に一層の努力

が望まれる。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６

� 附帯事業未収金については、早期回収に努力が望まれる。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

造成土地売却に伴う
割賦代金・割賦利息 ０ ２，６８５，１９９ ２，６８５，１９９

� 土地造成事業は、１９年度から、工業用水道事業の附帯事業とされ

たところであるが、今後とも、未処分地約２０万㎡の早期売却等に努

められたい。

� 次亜塩素酸ソーダの購入について、納入者と契約書等を取り交わ

していないなど、愛媛県公営企業会計規程に定める所定の手続に不

備があった。

（今治地区工業用水道管理事務所）

２ 病院事業

� 経営成績は、前年度の純利益３，４２９万円から純損失８億９０５万円

となっている。

また、累積欠損金は前年度の１７７億８，１５９万円から、１９年度末に

は１８５億９，０６５万円と増加しており、企業債等の借入残高２８０億円

余とあわせ、依然として厳しい財務状況となっている。

このため、医師・看護師の確保を図ることによって、外来患者数

の増加及び病床利用の向上による収益の増加や、業務全般にわたる

費用の抑制・縮減に努め、地域医療の中核施設としての使命を担い

ながら、経営健全化に向けて、さらなる取組みが望まれる。

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収により一層

の努力が望まれる。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 １６９，９０９，３７１ ７１，３１２，３８７ ２４１，２２１，７５８

今治病院 ４５，９１０，４１０ ２１，２６９，０１５ ６７，１７９，４２５

三島病院 １７，０３３，０８２ ２，００６，８９９ １９，０３９，９８１

南宇和病院 ２７，８２７，３４３ ６，３６６，１１６ ３４，１９３，４５９
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新居浜病院 ３６，７５１，１０６ ９，２３４，０２４ ４５，９８５，１３０

計 ２９７，４３１，３１２ １１０，１８８，４４１ ４０７，６１９，７５３

� 医業外未収金（納期到来分）については、早期回収により一層の

努力が望まれる。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ８７０，２９２ １，６４０，４６８ ２，５１０，７６０

今治病院 ９０，２９０ ８２，４９０ １７２，７８０

三島病院 ５３，７９０ ５９，８２０ １１３，６１０

南宇和病院 ８３，５８０ ２０，４４０ １０４，０２０

新居浜病院 １６３，６７０ ５４，１１０ ２１７，７８０

計 １，２６１，６２２ １，８５７，３２８ ３，１１８，９５０

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついては、県立病院課において適切に債権管理を行うとともに、早

期回収に引き続き努められたい。

（平成２０年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 備 考

個人医業未収金 ７，２９３，８９０

医業外未収金 ９０２，６７２

計 ８，１９６，５６２

� 職員（１名）の通勤手当について、一般に利用しうる最短の経路

を検討することなく通勤経路を認定したことから、計２７，６００円（平

成１９年４月から２０年３月までの１２か月分）が過支給となっていた。

（今治病院）

� 職員（５名）の超過勤務手当及び休日給について、時間数の集計

誤り等により、計５２，７０３円（平成１９年９月分）の過誤（１３，１７６円の

過支給、３９，５２７円の支給不足）があった。

（三島病院）

平成２０年７月２５日 発行
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